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重度障がいのある⽅への就労⽀援
国の雇⽤政策と連携し、通勤や職場等において障がい福祉サービスを必要とする⽅を⽀援します。

対象

下記のいずれにも該当する⽅が利⽤対象となります。

⺠間企業（⾃営業含む）等に就労する障がい者（就労時間が１週間のうち１０時間以上）で、重
度訪問介護、同⾏援護または⾏動援護を利⽤している⽅。

就労⽀援事業を利⽤することにより、就労の継続や所得の向上が⾒込まれる⽅。

 ※ただし、国家公務員、地⽅公務員、国会議員、地⽅議会議員等の公務で雇⽤されている⽅は除

きます。

⽀援の内容

通勤や職場等において必要な、下記の⽀援を提供します。

1. 排せつ、⾷事、業務上の外出、機器の操作および⼊⼒作業、代筆・代読等のコミュニケーション
等の⽀援

2. 障害者雇⽤納付⾦制度助成⾦の⽀給対象外となる喀痰吸引、姿勢の調整、安全確保のための⾒守
り等の⽀援

3. 重度訪問介護サービス利⽤者等通勤援助助成⾦の⽀給開始⽇から、４か⽉⽬以降の通勤⽀援
4. ⾃営業者に対する通勤⽀援

 ※通勤や職場等における⽀援にあたって、⽀給対象範囲を明確にするため、「⽀援計画書」の作
成が必要です。
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費⽤

費⽤の１割が本⼈負担になります。ただし、世帯の課税状況に応じた負担上限⽉額を下記の通り設

定しています。

区⺠税所得割（世帯）１６万円以上 ３７,２００円

区⺠税所得割（世帯）１６万円未満 ９,３００円

区⺠税⾮課税または⽣活保護世帯 ０円
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 ※世帯の範囲は本⼈と配偶者

⽀給決定時間

⽀援計画書に基づき、下記の⽀給決定時間の範囲内で必要な時間を決定します。

重度訪問介護 １６０時間／⽉

同⾏援護 ８０時間／⽉

⾏動援護 ８０時間／⽉

 

サービスご利⽤までの流れ
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問い合わせ

申請⼿続き・お問い合せは、お住まいの地域の障がい福祉課援護係までご連絡ください。

障がい福祉課各援護係

関連情報

収⼊がない⽅・⾮課税所得のみの⽅も住⺠税の申告をしましょう。
申告を⾏わないと各種制度・サービスの利⽤や申請ができない場合がありま
す。
また⼿当などが停⽌されたり振り込みの遅れが⽣じる場合や
サービスの利⽤にあたって⾃⼰負担額が発⽣する場合もあります。
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なお、サービスの利⽤を希望される場合は、上記の「問い合わせ（各担
当）」まで事前にご連絡ください。

お問い合わせ

福祉部障がい福祉課各援護係（⾝体・知的障がい・難病の⽅）
電話番号：上記問い合わせ先参照  ファクス：上記問い合わせ先参照

.

⾜⽴区 法⼈番号 2000020131211

郵便番号120-8510 ⾜⽴区中央本町⼀丁⽬17番1号 
電話：03-3880-5111（代表）
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